
信用取引に関する説明書
（契約締結前交付書面）
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制度信用取引の仕組みについて
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信用取引に係る諸費用

○ 管理費
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「日々公表銘柄」の指定等に関するガイドライン

（2013年１月１日実施予定の東京証券取引所のガイドラインです。東京証券取引所の規則改正に
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つ、次のいずれかに該当する場合
イ．当該営業日の売買高が上場株式数以上であり、かつ、当該営業日の信用取引の新規売付
比率が30％以上である場合（当該営業日の株価が当該営業日時点における25日移動平均
株価未満である場合に限る。）

ロ．当該営業日の売買高が上場株式数以上であり、かつ、当該営業日の信用取引の新規買付
比率が60％以上である場合（当該営業日の株価が当該営業日時点における25日移動平均
株価を超過している場合に限る。）

（４）特例基準
（１）～（３）の基準のいずれにも該当しない場合において、当取引所が信用取引の利用状
況や銘柄の特性を考慮し必要と判断した場合

　⒊　第三次措置の実施基準

イ ~ 狽 ä 高 ∵
、 か つ ~ 狽 ä 高 卦 o 狽 ä 栗

、 か つ ü † 営 業 禰 拑 し ぜ 営 業 日 の 株 価 ぬ 営 業 日 時 点 に お け る 2 5 日 移 動 平 弓 株 芽
〕 営業日の株価が 営業日時点における25日移動平弓株価を超粥

（ ］信用取鰯売琶

〕 営 業 日 の 売 買 高 ぇ 徼 媒 3 3 6 売 賠 せ 𧝒 ʄ

比率がＢ0％以上である場合〕 営業日の株価が

ロü†営業禰 拑しぞ信用取引の新規珠
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（１）残高基準
次のイ．及びロ．のすべてに該当する場合
イ．５営業日連続して売残高の対上場株式数比率が12％未満である場合
ロ．５営業日連続して買残高の対上場株式数比率が24％未満である場合

（２）株価基準
５営業日連続して各営業日の株価と各営業日時点における25日移動平均株価との乖離が15％
未満である場合

（３）特例基準

（３）特累, 捽死薮 ʢ
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第１条　規定の趣旨
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第14条　本サービス利用の停止・解約 
⒈　お客様が、本規定のほか、関係法令諸規則、「信用取引口座設定約諾書」または「野村の証
券取引約款」の定めに違反した場合は、当社はお客様に通知することなく、お客様の本サー
ビスの利用を停止することができるものとします。


